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都道府県における新型コロナウイルス対策支援の主な例 
 

１ 資金繰り支援 
○利子補給・保証料減免に対する都道府県独自の上乗せ 
 ・実施都道府県：北海道、東京都 
 ・制度例：国が行う利子補給や保証料の減免に加え、別途 3000 万円の融資枠について利

子補給および保証料の減免（北海道） 
【問い合わせ先】 
北海道：経済部地域経済局中小企業課金融係 011-204-5346 
東京都：産業労働局金融部金融課 03-5320-4877 

 
○融資 
 ・実施都道府県：北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、

愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県 
 ・制度例：新型コロナウイルスにより売上げが減少した中小事業者向けの融資等 
【問い合わせ先】 
北海道：経済部地域経済局中小企業課金融係 011-204-5346 
茨城県：産業戦略部産業政策課金融 029-301-3530 
埼玉県：産業労働部金融課企画・制度融資担当 048-830-3801 
千葉県：千葉県商工労働部経営支援課金融支援室 043-223-2707 
東京都：産業労働局金融部金融課 03-5320-4877 
神奈川県：産業労働局中小企業部金融課 045-210-5695 
石川県：商工労働部経営支援課 076-225-1521 
岐阜県：商業・金融課資金融資係 058-272-8389 
愛知県：経済産業局中小企業部中小企業金融課 052-954-6333 
京都府：中小企業緊急経営支援コールセンター 0120-555-182 
大阪府：商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ 06-6210-9507 
兵庫県：兵庫県産業労働部地域金融室 078-362-3321 
福岡県：商工部中小企業振興課 092-643-3424 

 
２ 給付金 
○新型コロナウイルスにより休業していた中小事業者向けの補助 
 ・実施都道府県：神奈川県、埼玉県 
・制度例：令和 2 年 5 月 7 日から令和 2 年 5 月 31 日までの全期間休業した中小企業及び

個人事業主等に対し 10 万円支給（神奈川県）。 
【問い合わせ先】 
神奈川県：産業労働局 中小企業部 中小企業支援課 045-210-5556 
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埼玉県：埼玉県中小企業等支援相談窓口 0570-000-678 又は 048-830-8291  
 
○新型コロナウイルスにより、売上げが減少した中小事業者向けの補助 
 ・実施都道府県：千葉県、福岡県 
・制度例：新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上高が前年同月（令和２年１月か

ら令和２年７月の内、任意のひと月）と比較して 50％以上減少している中小企業者に

対し 20～40 万円支給（千葉県）。 
【問い合わせ先】 
千葉県：千葉県中小企業再建支援金相談センター 0570-04-4894 
福岡県：福岡県持続化緊急支援金 相談窓口 0570-094894 

 
３ 販路開拓支援 
○その他補助 
 ・実施都道府県：北海道、東京都、神奈川県、岐阜県、福岡県 
 ・制度例：Ｗｅｂ用企業紹介動画作成事業、Ｗｅｂ合同企業説明会参加事業などについて、

必要経費の２/３（最大 30 万円）を補助（岐阜県） 
【問い合わせ先】 
北海道：経済部 地域経済局中小企業課 商工団体グループ 011-231-4111 
東京都：産業労働局雇用就業部能力開発課 認定訓練担当 03-5320-4718 
神奈川県：中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班 070-1187-0382 
岐阜県：産業人材課 産学金官連携係  058-272-8406 
福岡県：（中小企業経営革新実行支援補助金） 

商工部 新事業支援課 新分野推進係  092-643-3449 
(中小企業生産性革命支援補助金（小規模事業者販路開拓支援型）) 

 中小企業振興課 経営支援係 092-643-3425 
 
４ 経営環境の整備 
○テレワークに係る中小事業者向けの補助 
 ・実施都道府県：東京都、福岡県 
 ・制度例：新型コロナウイルス感染症等の拡大防止および緊急時における企業の事業継続

対策として、テレワークを導入する都内の中堅・中小企業等に対して、その導入に必要

な機器やソフトウェア等の経費を、最大 250 万円助成（東京都）。 
【問い合わせ先】 
東京都：（公財）東京しごと財団 雇用環境整備課 03-5211-2397 
福岡県：福岡県 中小企業振興課 経営支援係  092-643-3425 
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５ 雇用助成 
 ・実施都道府県：東京都 
 ・制度例：国から新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整

助成金」もしくは「緊急雇用安定助成金」を受けている都内事業所に対して、10 万円の

助成金を交付（東京都）。 
【問い合わせ先】 
東京都：産業労働局雇用就業部労働環境課雇用環境整備促進窓口 03-6205-6703 

 
６ その他 
 ・相談窓口の設置や専門家派遣等 
 
 


